
議案第35号

目黒区建築審査会条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成27年6月17日

提出者目黒区長青 木英
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目黒区建築審査会条例の一部を改正する条例

目黒区建築審査会条例（昭和58年3月目黒区条例第12号）の一部を次の

ように改正する。

第3条第3項第1号中「法又は」を「法（他の法律において準用する場合を

含む。）又は」に改め、同項第2号中「第94条第2項」の次に「(他の法律

において準用する場合を含む。）」を加える。

第5条第1項ただし書中「第94条第3項」の次に「（他の法律において準

用する場合を含む。）」を加える。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

‐

瞳

(説明）マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律

（平成26年法律第80号）の施行に伴い、規定の整備を行うため、条例改

正の必要を認め、この案を提出します。
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目黒区建築審査会条例の一部を改正する条例案新旧対照表

改 正案

会長は、次の各 号0

条例@

=q4条霊ワエ自｛州1‘

会議‘

医第94割

”.4℃

~

（‐は、改正点）

現行条例

第3条（省略

会長は、次の各号0

－1ﾀ11

篭q4条霊ワエ自〃

4）（省略

4（省.略

呂巨q4条至只工自〃



一■÷－■も

ノ

や ‘ィ稗 h“･ﾉ6‘‘凸


